
事 業 名 称 古い空き家の賃貸住宅の活用と住宅確保要配慮者の入居促進 

事業主体名 株式会社 ナリカワ 

連 携 先 居住支援法人協議会、居住支援法人ノーヴォ・テンポ 

対 象 地 域 兵庫県神戸市、明石市、三木市 

事 業 概 要 
空家の古い賃貸住宅（旧耐震）の活用と住宅確保要配慮者の入居促進のシステ

ムづくり 

事業の特徴 わかりにくい手続きをわかりやすくする 

成 果 空き家活用チェックリストの作成及び住宅確保要配慮者入居促進 

成果の公表方法 株式会社ナリカワのホームページで公表（PDF版はダウンロード可） 

今後の課題 住宅確保要配慮者の入居促進 

 

１．事業の背景と目的 

空家の増加は年々深刻な問題となっています。その中でも賃貸住宅の比率が高く、 特に旧耐震の住

宅の空家は増加しています。空家をどのように活用して減らしていくかがこれからの大きな課題です。 

賃貸住宅に入居を希望しても貸主から断られて、入居できない住宅確保要配慮者（高齢者、一人親

家庭、障害者、外国人他）がたくさんいます。住宅確保要配慮者が賃貸住宅に入居できるようにする

ために、貸主や不動産管理業者へのわかりやすい説明と理解を得ないと前に進むことができません。 

古い賃貸住宅の空家の活用がなかなか難しい一方で、賃貸住宅に入居を希望してもなかなか入るこ

とができない住宅確保要配慮者が多くいます。両方の希望を叶えるためにセーフﾃｲネットを活用しま

した。 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

古い賃貸住宅を貸すために改装が必要ですが、費用と改装内容を対比しました。住宅確保要配慮者

の内容を理解している人は少ない。わかりやすくしかも具体的な資料で説明し、理解を深めることが

色々な問題解決のカギとなる。 

このため、賃貸住宅の家主や管理業者を対象として、セミナーを全 7回実施し、（２）に記載の事項

について説明した。 

セミナー開催日：令和３年 10月 2日、9日、15 日、21日、11月 4日、6日、13日 

 

（２）事業の取組詳細 

セミナーにおいて説明した内容について、以下に示す。 

 

〇住宅セーフティネット 

【説明概要】 

住宅セーフティネットの手続きは一般的に知られていません。誰にでもわかりやすく理解しても

らうために時系列で説明します。又、図解も使用します。 



 

 

【説明の流れ（構成）】 

1、住宅セーフティネットを図解で説明 

2、住宅セーフティネット制度の概要 

 ①賃貸住宅の登録制度ー住宅確保要配慮者の入居を拒まない 

 ②経済的支援－登録住宅の改修・入居 

 ③マッチング入居支援－住宅確保要配慮者向け 

3、神戸市地域福祉の現況を説明 

 

〇耐震診断 

【説明概要】 

1981年 6月以前の建築申請確認済証の建物を旧耐震と呼んでいます。地震に備えて、耐震工事を

行う必要があります。順番として耐震診断と耐震診断の申込方法や、現地調査、報告を事例を基に

説明します。又耐震工事がなぜ必要なのかも、具体的な図面で建築士が説明します。  



 

 【説明の流れ（構成）】 

1、耐震診断の手続きの進め方 

  ①耐震診断の申し込みから耐震診断までを説明 

  ②耐震一般診断報告書の実際を説明 

 2、耐震診断報告書の実際の書類と、判断内容の説明 

  ①1階部分の診断用図面を説明 

 3、耐震工事がなぜ必要なのか。具体的な図面で説明 

  1）空き家の活用の提案 

   ①改装に至るまでの今までの経過 

   ②建物を活用するための考え方、理由 

   ③問題点を整理 

   ④進めていく中で出てきた問題点 

手続きの複雑さ、費用の問題。単独でなく色々な人の協力で空き家を減らし、住宅確保

要配慮者の入居の促進。 

 

〇賃貸住宅の改装 

【説明概要】 

賃貸住宅として貸すために、改装が必要となります。必要と思える改装を行おうとすると、改装

費用が高額になってきます。しかし家賃とのバランスを考えると予算が限られてきます。改装の必

要な箇所と費用について具体的に説明します。 
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【説明の流れ（構成）】 

1、改装の必要な箇所と費用 

 ①改装前の間取りと、改装後の間取りを対比してどのような改装を行うか説明 

 ②費用について、ある物件を例に説明 

  ・総額（税込み）29,831,828 円 

・改修工事の中で外部改修工事が 6,710,000 円、耐震改修工事が 1,460,000 円、住所改修工

事が 18,681,331 円と説明 

  （改修工事の中で建物が古いため、撤去費用や、補修費用が工事費の中で大きな割合を占めて

います） 

2、図面の説明 

 ①改装前と改装後の予定の図面を対比 

 ②工事の内容について、金額ではなく、どのような部分に必要なのかを説明 

 

〇住宅確保要配慮者 

【説明概要】 

住宅確保要配慮者の事を知らない人が多いので、具体的にわかりやすく説明する必要があります。

高齢者、一人親家庭、障害者、外国人の人がそれぞれ何人いるか。現在どのような状況になってい

るのかを説明する必要があります。貸主に対しての不安や心配（入居後のトラブルや問題の解決）

をどのようにして解決するのか対応方法も説明することにより入居への理解を深めてもらいます。 



 

 

【説明の流れ（構成）】 

1、住宅確保要配慮者の内容 

 ①住宅確保要配慮者の内容について説明 

まだまだ理解度が少ないことを感じました。障害者にも３つの障害があることと、交付され

ている手帳についても説明 

 ②神戸市での住宅確保要配慮者の内訳 

神戸市地域福祉の現況の資料から、高齢者数、障害者数、ひとり親家庭数、外国人の人数を

説明 

 

〇住宅確保要配慮者へ貸し出す場合の貸主の持つ不安の解消方法 

【説明概要】 

貸主に対しての不安や心配（入居後のトラブルや問題の解決）をどのようにして解決するのか対

応方法を説明しました。 

 

【説明の流れ（構成）】 

1、貸主の悩み 

 ①貸主（家主）の悩みを一覧表にまとめました 



2、単身入居者の進め方をまとめました 

 ①入居情報の把握、入居者情報シートの作成 

 ②残置物の処理などに関する契約の活用、手引き、契約条項 

 ③終身建物賃貸契約、相続財産管理人 

 ④家賃債務保証 

 ⑤生活保護の住宅扶助における代理内容 

⑥少額短期保険 

3、「相続すると困る不動産」の中で、空き家や古い賃貸住宅がある 

4、高齢者単身者の入居をどのように進めるか 

 

〇空き家問題 

【説明概要】 

空家問題の問題点を一つずつ明確にすることで、空家解消の理解を深めてもらいます。 

 

 

【説明の流れ（構成）】 

1、空き家問題 

 空き家は色々な問題を持っています。問題が複数の場合が多く、１つずつ解決しないと空き家

の問題は前進しません。 

 ①空き家（賃貸住宅・一戸建て）のためのチェックリストを使用。共有、底地、借地、再建築

不可、古い賃貸住宅の不動産の持つ問題 

 ②空き家を含む問題の不動産の解決事例を１つずつ説明 

 ③不動産の所有者は、自分の所有する不動産を知らない 

2、空き家の活用を行うときは、不動産の隠れている問題を解決する必要があります。 



 ①不動産所有者の悩み 

 ②問題が多いのは、底地、借地、教諭、再建築不可、古い賃貸住宅、空き家の 6つで問題点を

箇条書きにしました。 

 ③事例を基に問題の解決方法を説明 

 ④相続対策も生前対策の時代になり、空き家は特に注意すべき 

 

（３）成果 

セミナーによって具体的にわかりやすく説明することで、理解できる人は増えたと考えています。 

住宅セーフティネット制度については、参加者は言葉を知っていても内容を知らない人が多く、制

度内容が理解できたとの声がありました。 

耐震診断については、空き家の活用において耐震診断が必要であることや手続の流れを理解しても

らうことができました。 

古い賃貸住宅を貸す際に、改装がなぜ・どの部分に必要なのか、費用がどの程度かかるのかについ

て、理解してもらうことができました。また、賃貸住宅の改装を行うのに、改装前と、改装後を対比

することにより、改装の内容を理解いただきました。 

住宅確保要配慮者の詳細と、神戸市での状況を説明することで、家主・管理業者ともに、理解が深

まったと考えられます。住宅確保要配慮者は、高齢者、外国人、一人親家庭、障害者、生活保護と幅

広く人数も多い。統計上の数字で、神戸市の人口の約 43％いることを知ってもらうことで、空き家の

解消と入居促進両面に生かせることになりました。 

貸主の悩みの一覧表の作成で、貸す側の心配や課題を解消するきっかけとする（保険制度などの説

明）貸し出す場合の家主の不安や心配の解決方法についても明確にすることで、入居への理解が進ん

だと考えられます。 

空き家のチェックリストを使って不動産間の隠れている問題を明らかにすることを伝えることで、

不動産の中で問題になりやすい部分や、相続対策等の重要な問題があることについて、参加者にとっ

ては明確になったと考えられます。 

 

３．評価と課題 

セミナーの参加者の声からは、開催の効果は一定あったと考えられます。 

今後は、できるだけもっと多くの人に知ってもらうために、活動を行っていきたいと考えています。 

 

４．今後の展開 

窓口を広げ、具体的なデーターの説明で、古い空き家の賃貸住宅の活用と住宅確保要配慮者の入居

促進に向けて、理解者を増やしていきたいと考えています。 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 2010年 7月 23日 

代表者名 松浦 亮輔 

連絡先担当者名 石田 正敏  

連絡先 
住所 〒654-0151  神戸市須磨区北落合 1-1-4 

電話 078-796-0533 

ホームページ 株式会社 ナリカワ 及び合同会社 不動産コンサル神戸 

 


